
i n f o r m a t i o n

浜
比
嘉
島
で
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
実
践
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

国
民
健
康
保
険
課

☎
９
７
３
―
３
１
７
７

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
は
、
２

本
の
ポ
ー
ル
を
使
っ
た
歩
行
運
動
で
す
。
首

や
肩
の
血
行
促
進
や
普
通
に
歩
く
よ
り
も
カ

ロ
リ
ー
を
20
％
多
く
消
費
で
き
る
な
ど
と

い
っ
た
効
果
が
あ
り
ま
す
。
是
非
、
こ
の
機

会
に
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
実
践

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
と　

き
】
４
月
20
日（
金
）

午
前
９
時
〜
正
午

【
と
こ
ろ
】
浜
比
嘉
島

【
対　

象
】
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

【
定　

員
】
30
名

【
参
加
料
】
無
料

※
ポ
ー
ル
の
貸
出
し
も
無
料
で
す
。

【
申
込
方
法
】
事
前
に
国
民
健
康
保
険
課
に

て
申
込
み
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
申
込
み

も
可
能
で
す
。

【
申
込
期
限
】

４
月
10
日（
火
）〜
４
月
19
日（
木
）

※
た
だ
し
、
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま

す
。

は
り
、き
ゅ
う
、あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
施
術
利
用
券
の
交
付
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
課

☎
９
７
３
―
３
１
７
７

国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、
は
り
、
き
ゅ

う
、
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
際
、

施
術
料
の
一
部
に
つ
い
て
補
助
が
受
け
ら
れ

平
成
24
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

補
助
金
に
つ
い
て

環
境
課

☎
９
７
３
―
５
５
９
４

水
質
汚
濁
防
止
対
策
と
し
て
有
効
な
合
併

処
理
浄
化
槽
設
置
費
用
に
対
す
る
補
助
事
業

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

【
対
象
地
域
】
市
内
に
お
い
て
公
共
下
水
道

の
整
備
計
画
が
当
分
の
間
（
概
ね
７
年
以

上
）
見
込
ま
れ
な
い
地
域

【
対
象
数
】
５
人
槽
（
８
基
）

【
補
助
限
度
額
】
３
３
２
，
０
０
０
円

【
申
込
期
間
】

４
月
２
日（
月
）〜
５
月
31
日（
木
）

【
申
込
先
】
環
境
課
（
本
庁
）

「
う
る
ま
市
地
域
職
業
相
談
室
」の

名
称
が
変
わ
り
ま
し
た

う
る
ま
市
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

☎
９
７
３
―
５
６
１
４

市
役
所
本
庁
１
階
に
設
置
し
て
お
り
ま
す

う
る
ま
市
地
域
職
業
相
談
室
は
、
４
月
１
日

か
ら「
う
る
ま
市
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」

に
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
内
容

に
は
変
更
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
仕
事

を
お
探
し
の
方
、
事
業
主
の
皆
様
、
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

【
主
な
サ
ー
ビ
ス
】
県
内
外
の
求
人
情
報
提

供
、
専
門
職
員
等
に
よ
る
職
業
相
談
及
び

職
業
紹
介
な
ど

【
業
務
時
間
】

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

お
知
ら
せ

平
成
24・
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
料
賦
課
限
度
額
の
改
正
に
つ
い
て

沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
９
６
３
―
８
０
１
１

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
２
年
ご
と

に
保
険
料
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

平
成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
率
（
所
得
割

率
、
均
等
割
額
）
に
つ
い
て
は
、
据
え
置
き

と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

保
険
料
の
賦
課
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

及
び
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後

期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
よ

り
、
55
万
円
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

高
齢
者
の
皆
様
に
は
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

リ
フ
ト
付
き
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
料
助
成
事
業
に
つ
い
て

障
が
い
福
祉
課

☎
９
７
３
―
５
４
５
２

身
体
障
が
い
者
が
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー

を
利
用
す
る
際
に
、
料
金
の
一
部
を
助
成
す

る
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
24
年

４
月
か
ら
助
成
額
を
引
き
下
げ
し
、
平
成
24

年
度
末
を
も
っ
て
助
成
事
業
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
な
お
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
身
体
障

害
者
協
会
で
は
、
申
請
に
よ
り
リ
フ
ト
付
き

車
両
を
利
用
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

る
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。

利
用
券
は
、
う
る
ま
市
が
指
定
す
る
施
術

所
で
利
用
で
き
、
一
枚
で
８
０
０
円
を
補
助

し
ま
す
（
１
日
１
枚
利
用
で
き
ま
す
）。
ま

た
、
交
付
で
き
る
枚
数
は
１
人
に
つ
き
年
12

枚
で
す
。

※
継
続
施
術
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
「
施

術
担
当
者
の
意
見
書
」
に
基
づ
き
、
さ
ら

に
12
枚
ま
で
追
加
交
付
が
可
能
で
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
う
る
ま
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

②
末
し
ょ
う
神
経
疾
患
又
は
運
動
器
疾
患
に

よ
り
医
師
の
診
療
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら

か
と
証
明
で
き
る
も
の
（
外
科
・
整
形
外

科
な
ど
の
医
療
機
関
か
ら
発
行
さ
れ
た
診

療
明
細
書
や
診
察
券
）

【
申
請
場
所
】
国
民
健
康
保
険
課

（
本
庁
、
各
支
所
い
ず
れ
で
も
申
請
可
能
）

【平成24・25年度沖縄県均一保険料率】

所得割率 均等割額

８．８０％ ４８，４４０円

※平成20年度より据え置き

【沖縄県保険料賦課限度額】

平成24年度
（改正後）

平成23年度
（改正前） 前年度比

５５万円 ５０万円 ＋５万円
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